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土砂災害警戒区域内における大規模入所施設（社会福祉施設）の整備 

に対する補助金交付の基準について 

 

（趣旨） 

第１ 事業者が土砂災害警戒区域内において、入所施設で定員が 30人以上の社会福祉施設（以

下「大規模入所施設」という。）の施設整備を実施する場合、土砂災害警戒区域への立地

を抑制するとともに、安全対策を考慮した施設整備を推進するため、社会福祉施設等整備

事業補助金及び老人福祉施設等整備事業補助金の交付（以下「施設整備事業補助金」とい

う。）に関する基準について定めるものとする。 

 

（補助金交付の基準） 

第２ 第１に規定する施設整備事業補助金等の交付に関する基準は、次の表のとおりとする。 

＊整備区分の定義 

・新    築：新たに建物を建築すること 

   ・増    築：既存の建築物に建て増しを行い、床面積及び入所定員を増やすこと 

  ・移転改築：既存の施設を廃棄（売却含む）し、現地以外の場所へ建物を建築すること 

  ・現地改築：既存の施設を取り壊し、同じ場所に建物を建築すること 

  ・改    修：骨組み等を残したまま、建物を直すこと 

 

 

  

整備区分＊ 基準 

・新築 

・増築 

・移転改築 

○原則として補助しない。 

○ただし、安全対策につき十分に配慮されていると認められる場合は、例外と

して補助する。 

安全対策：・土砂災害防止法に基づく「避難確保計画」が策定され、内容が施設整備

と連動していること等 

     ・             ・増築にあたっては、避難確保計画が策定されていることに加え、 

当該計画が市町村に報告されていること※ 

※市町村の地域防災計画にその名称を定められた社会福祉施設のみ 

・現地改築 

・改修 

○十分な安全対策がなされていることを確認の上、補助する。 

安全対策：・土砂災害防止法に基づく「避難確保計画」が策定され、内容が施設整備

と連動していること等 

・避難確保計画が市町村に報告されていること※ 

※市町村の地域防災計画にその名称を定められた社会福祉施設のみ 
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（提出書類） 

第３ 第１に規定する施設整備事業補助金等の交付の可否等についての審査は、施設所管課が

定める施設整備計画書等のほか、次の表に記載する提出資料に基づいて行うものとする。 

 

（適用期日） 

第４ 

１ この基準は、平成 26年４月１日から適用する。ただし、平成 26年４月１日の段階で既に

整備計画が決定しているもの（用地決定済みなど）には適用しない。 

 

附則（令和５年（2023年）３月３日付け４健福政第 270号、４こ家第 552号健康福祉部長、県

民文化部長連名通知） 

（適用期日） 

１ この基準は、令和５年４月１日から適用する。ただし、令和５年４月１日の段階で既に整

備計画が決定しているもの（用地決定済みなど）には適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備区分 提 出 書 類 

・新築 

・増築 

・移転改築 

①当該地への立地に関する施設所在市町村長の意見書（別添 様式１） 

②施設整備・運営に関する安全性を確保する旨の事業者からの確約書 

（別添 様式２） 

③安全対策に関する資料（土砂災害防止法に基づく「避難確保計画」） 

・現地改築 

・改修 

①安全対策に関する資料（土砂災害防止法に基づく「避難確保計画」） 


